
○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号 

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

上
及
び
水
上
の
人
及
び
物
件
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区

域
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
二
の
地
上
及
び
水
上
の
人
及
び
物
件
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条

 

第
一
項
第
一
号
の
工
業
専
用
地
域
内
の
区
域
と
す
る
。


